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はじめに 

１．地域医療構想策定の背景 

長野県では、団塊の世代が全て 75歳以上となる 2025 年（平成 37年）に、総人口に占める 75

歳以上の割合が初めて 20％を超え、５人に１人が 75歳以上になると見込まれています。一方で、

15歳から 64歳までの生産年齢人口は 2010年（平成 22年）から 2025年までの 15年間で 128万

人から 108万人へと 20万人減少すると推計されています。 

高齢化の進展に伴い、今後とも医療や介護を必要とする方がますます増加することから、将来

を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスを確保していく

ことが課題となっています。特に、高齢化が進むと、がんなどを原因とする慢性疾患を中心とす

る医療ニーズの増大が見込まれるため、ニーズに対応した病床の機能分化と連携を推進すること

により入院医療機能の強化を図るとともに、患者の状態に応じて退院後の生活を支える在宅医療

等の充実を図ることが求められています。 

また、生産年齢人口の減少により、今後とも不足が懸念される医療・介護人材の確保を図って

いく必要があります。 

なお、老年人口の増加には地域差があり、地域によっては既に老年人口が減少期に入っている

ところもあるため、地域の実情に応じて将来の医療・介護の提供体制を一体的に考えていくこと

が必要です。 

 

２．地域医療構想策定の意義 

地域医療構想は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、地域に必要とされる医

療サービスの維持・充実を図りつつ、将来の医療需要に応じた医療提供体制の構築に向け、関係

者が自主的な取組を進めるための構想です。 

地域医療構想により、医療を受ける側にとっては、地域の医療提供体制が見える化され、自身

に最適な受療行動を考えるきっかけとなるとともに、行政や医療提供者による取組により、地域

において安心して、安定的に医療サービスを受けられるようになることが期待されます。 

また、医療提供者である医療機関にとっては、県が設けた地域医療構想調整会議等において、

将来の医療需要の見込みや制度の動向等の情報を共有することにより、地域の医療提供体制をど

のようにしていくのか話し合っていくことが期待されます。 

 

３．病床数の必要量の推計値に関する留意点 

病床数の必要量の推計については、ＮＤＢ※１やＤＰＣデータ※２等により医療に関する様々な

データが国に蓄積され、将来の医療需要について実績に基づいた推計ができるようになったこと

を踏まえて行うものです。 

国が定めた推計方法は、単に現在の入院患者の状況を将来の推計人口に当てはめるのではな

く、比較的医療ニーズの低い患者を病床以外の介護施設等での療養を含めた在宅医療等※３で対応

可能としたり、全国的に大きな地域差がある療養病床の入院受療率について、その地域差を縮小

させるなど、一定の仮定等を加えて推計します。 

病床数必要量の推計値の意義は、将来の医療提供体制について、医療関係者をはじめ、介護関

係者や医療を受ける住民の方々に一緒に考え行動していただくための参考値であり、病床数の削

減目標といった性格を持つものではありません。 

重要な事は、関係者が将来の姿を見据えつつ、医療機関の自主的な選択により地域の病床機能

が収れんされていくというアプローチです。  
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第１節 地域医療構想の基本的事項 

１．地域医療構想の位置付け 

○ 地域医療構想は、2014 年（平成 26 年）６月に制定された「地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う医療法の改正によ

り医療計画に定める事項として位置付けられました。 

○ 医療計画は、地域の実情に応じて都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定す

るものであり、５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と５事業（救急医

療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療（小児救急を含む。））及び在宅

医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策等について定めるものです。 

○ 本県では、医療計画として第６次長野県保健医療計画(平成 25～29年度)を推進していること

から、地域医療構想はその一部（追記）とします。 

 

○ 地域医療構想は以下の県計画と整合性を図ります。 

・長野県高齢者プラン 

・長野県医療費適正化計画 

・医療介護総合確保促進法に基づく県計画 

 

２．地域医療構想に記載する内容 

地域医療構想では医療法第 30条の４により次の事項を定めることとされています。 

○ 構想区域ごと 2025年度（平成 37年度）における機能区分※４ごとの病床数の必要量 

○ 構想区域ごと 2025年度の施設などを含む居宅等における在宅医療等の必要量 

○ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ＮＤＢ 

NDB（National Database）とは、レセプト情報・特定健診等情報データベースの呼称のこと。高齢者の医療の確保に関する法律

第16条第２項に基づき、厚生労働大臣が医療保険者等より収集する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報並びに

特定健康診査・特定保健指導に関する情報をＮＤＢに格納し管理している。 

※２ ＤＰＣデータ 

DPC（Diagnosis Procedure Combination）とは、診断と処置の組み合わせによる診断群分類のこと。DPCを利用した１日当たり包

括支払い制度参加病院は、退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子

データとして提出している。 

※３ 在宅医療等 

居宅のほか特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受

ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。 

※４ 機能区分 

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能区分のこと（21ページ参照）。 
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第２節 長野県の概況 

１．長野県の人口推移と医療需要推移の見込み 

（１）長野県の人口 

 県の人口は、2015年（平成 27年）の 210万人から、2040年（平成 52年）には 167万人へと減少

していく一方、75 歳以上人口の割合は年々増加し、2025 年（平成 37 年）には 20％を超えるなど

今後とも高齢化が進展する見込みです。 

図表 長野県の将来の人口・75歳以上人口の割合の推移 

 

 

2000～2015 年「国勢調査」(総数には年齢不詳者を含むため合計は一致しない) 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2013.3 月推計）」 

人口ピラミッドの推移 

図 長野県の人口ピラミッド（2010 年、2025 年、2040 年） 

 
2010 年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2013.3 月推計）」 
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＜参考＞ 傷病別の入院患者数の推移の見込み 

2014 年度（平成 26 年度）の患者調査を活用した推計によると、長野県における傷病別の 1 日当たり

入院患者数は、循環器系疾患が最も多く、2035年（平成 47年）頃まで増加すると見込まれます。 

 

図 長野県における診断群分類別入院患者の将来推計 

 

                     出典：Koichi B. Ishikawa 「人口・患者数推計/簡易版(H26/2014)」 

http://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/EstPat2014/sheet2 

入院医療需要の変化率（2013 年=1） 

 

在宅医療等需要の変化率（2013年=1） 

 

（２）医療需要の推移の見込み 

国提供の地域医療構想策定支援ツールを

利用して長野県の将来の入院医療需要の変

化率を分析すると、 

・2013 年（平成 25 年）を１とした場合、

入院患者の総数は、75歳以上の患者数の

増加に連動して 2030 年（平成 42 年）頃

にピークとなるが、65歳未満の入院患者

数が減少傾向にあることから、増加の幅

は 2013年の１割増程度に留まる。 

・75歳以上の入院患者数は 2030年頃に2013

年の約 1.3 倍まで増加した後、減少局面

に入る。 

と見込まれます。 

 

また、在宅医療等の医療需要は、2013年

を１とした場合、2030 年から 2035 年頃に

2013年の約 1.3倍になった後、減少局面に

入ると見込まれます。 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」により作成 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」により作成 
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２．医療提供体制等の現状 

（１）病床数の状況 

 2014 年（平成 26 年）10 月現在の人口 10 万人当たりの一般病床・療養病床の合計数は、上小医療圏

が最も多く上伊那医療圏が最も少なくなっています。 

 

表 一般病床数・療養病床数（2014年 10月 1 日） 

  佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 長野県計 

人口 210,899  197,618  199,481  185,440  164,178  29,021  427,269  60,256  545,178  89,101  2,108,441  

一般病床数 1,846  1,345  1,578  1,004  1,131  207  3,614  468  4,160  729  16,082  

人口 10 万人 

当たり 
875.3  680.6  791.1  541.4  688.9  713.3  845.8  776.7  763.1  818.2  762.7  

療養病床数 456  909  335  318  481  48  530  72  1,061  55  4,265  

人口 10 万人 

当たり 
216.2  460.0  167.9  171.5  293.0  165.4  124.0  119.5  194.6  61.7  202.3  

出典：人口……長野県毎月人口異動調査 

         病床数…長野県 病院・診療所名簿 

 

 

図 人口 10 万人当たり一般病床数・療養病床数（2014 年） 

 
出典：人口……長野県毎月人口異動調査、 病床数…長野県 病院・診療所名簿より作成 
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（２）医療従事者の状況 

ア 人口 10 万人当たり医療施設従事医師数 

○ 2014年（平成 26年）末時点における、長野県の二次医療圏別の人口 10万人当たり医療施設従事医

師数は、多い順に松本 346.4人、佐久 223.8人、諏訪 216.6人となっています。 

 一方、少ない順では、木曽 117.2人、上伊那 136.4人、上小 154.8人となっています。 

全国との比較では、松本医療圏を除く全ての二次医療圏で全国平均の数値を下回っています。 

表 二次医療圏別の医療施設従事医師数 
                                                   単位：人 

 区分 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 

H26 

(2014) 

医師数 472 306 432 253 307 34 1,480 113 1,038 138 

対人口 

10万人 
223.8 154.8 216.6 136.4 187.0 117.2 346.4 187.5 190.4 154.9 

対前回 16.8 4.3 7.6 1.7 7.8 ▲2.4 2.9 20.0 1.7 5.1 

H24 

(2012) 

医師数 440 301 423 253 299 36 1,478 103 1,038 137 

対人口 

10万人 
207.0 150.5 209.0 134.7 179.2 119.6 343.5 167.5 188.7 149.8 

出典：厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師調査」 

 

図 人口 10 万人当たり医療施設従事医師数（2014年） 

 

出典：長野県毎月人口異動調査、厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師調査」より作成 

 

イ 看護師等の就業者数の状況 

○ 2014 年（平成 26 年）末現在の県内就業者数は 28,041 人、人口 10 万人当たりの就業者数では、保

健師、助産師、看護師で全国より高く、准看護師で下回っています。なお、保健師数は全国２位、

助産師数は全国３位に位置しています。 

○ 各二次医療圏の人口 10 万人当たりの就業者数には、地域間の偏在が見られ、看護師数では上小、

上伊那及び木曽で全国平均を下回っています。 

表 二次医療圏別の人口 10 万人当たり保健師、助産師、看護師、准看護師数（2014年） 

                                                  単位：人 

 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 全県 全国 

保健師 76.3 59.2 59.7 75.5 77.4 141.3 68.3 112.9 58.5 92.0 69.5 38.1 

助産師 41.3 26.8 37.6 29.1 35.9 55.1 51.5 29.9 31.0 51.6 37.8 26.7 

看護師 1,110.5 811.2 1,021.7 784.1 904.5 851.1 1,110.1 1,019.0 937.1 902.3 969.1 855.2 

准看護師 200.6 400.3 264.2 250.2 348.4 179.2 229.1 219.1 219.7 225.6 253.2 267.7 

出典：厚生労働省「衛生行政報告例」 
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イ 上伊那・飯伊・木曽医療圏 

○ 上伊那医療圏は、平成 21年度から 25年度にかけて実施された地域医療再生事業により、伊那中央

病院、昭和伊南総合病院、町立辰野病院の公立３病院を中心に機能分化・連携が進んだ地域です。 

○ 飯伊医療圏は、中心部の飯田市内に集中して病院が分布しています。 

○ 木曽医療圏は、広い面積の中に入院医療機関は県立木曽病院のみであり、急性期から慢性期までの

機能を担っています。 

 
 

県立木曽病院 
伊那中央病院 

昭和伊南総合病院 

飯田市立病院 

県立阿南病院 

飯田病院 

2014 年度病床機能報告、各地方厚生局への医療機関届出情報、国勢調査、国土数値情報より作成 

図 上伊那・飯伊・木曽医療圏における一般病床及び療養病床の分布 

町立辰野病院 
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３．二次医療圏間の入院患者の流出入の状況（2013 年度） 

将来の医療需要推計の基礎となる 2013 年度（平成 25 年度）のデータを用いて、入院患者の圏域を

越えた１日当たりの流出入の状況を４機能区分（21ページ参照）ごとに地図上に矢印で表しました。 

全県的な傾向として、主に高度な医療の提供を行う大学病院等の医療機関がある佐久・松本医療圏

には周辺の医療圏から高度急性期・急性期の入院患者が流入しています。また、上小医療圏には、回

復期や慢性期の患者が流入しているという傾向が見られます。 

図 ４機能区分別の患者流出入の状況（2013年度、10 人/日以上） 

＜高度急性期機能＞ 

 

＜急性期機能＞ 

 

＜回復期機能＞ 

 

＜慢性期機能＞ 

 
 

 …流出者数 10～25人  …流出者数 25～50人  …流出者数 50人以上 

「地域医療構想策定支援ツール」を活用して作成 
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（２）将来の医療需要及び病床数の必要量の推計手順 

  国が定めた推計の手順※１は以下のとおりです。 

Ⅰ．性別・年齢階級別の 2013年度の入院患者数※２を 365で割り、1日当たり入院患者数を算出 

 

Ⅱ．Ⅰを 2013年の性別・年齢階級別の人口で割り、入院受療率を算出（４医療機能ごと） 

 

Ⅲ．Ⅱに 2025年の性別・年齢階級別の人口※３をかけ、2025年度の医療需要（人／日）を推計※４ 

 

Ⅳ．医療提供の地域間の役割分担等を踏まえ、都道府県間・構想区域間の患者流出入を調整 

 

Ⅴ．医療需要（人／日）を、４医療機能ごと全国一律の病床稼働率※５で割り戻し必要病床数を推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）病床の機能区分 

医療需要の推計に当たり、４つの医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）のうち、高

度急性期・急性期・回復期は主に医療資源投入量によって区分します。 

医療資源投入量とは、患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算した値であ

り、１点 10円として金額に換算されるので、例えば 3,000 点以上に区分される高度急性期は１日３

万円以上の医療行為をする水準と解釈することができます。 

なお、地域医療構想の推計に用いる区分と、医療機関が毎年県に報告する病床機能報告制度※の区

分は 21ページの表のとおり定義が異なっているため、単純に比較することはできません。 

病床機能報告制度においては、４つの医療機能は定量的な基準ではなく定性的に区分し、また、

病床機能の選択は医療機関の自主的な判断に基づき、複数の機能を担っている病棟でも主な機能を

１つ選択して病棟単位で報告することとされています。一方、地域医療構想における機能区分は、

法令に基づき定量的な診療報酬点数等をもとに区分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：在宅医療等の医療需要は表の手順とは別に、在宅患者訪問診療料を算定している患者数

と介護老人保健施設の施設サービス需給者数も用いて推計する。 

※２：2013 年度の入院患者数等のデータは、国提供の地域医療構想策定支援ツールに格納さ

れている。 

※３：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2013 年３月出生中位推

計）」を用いる。 

※４：推計値には、現行の医療機関所在地へ患者流出入が続いたまま将来に移行すると仮定し

た「医療機関所在地ベース」と、将来、患者住所地の医療圏ですべての医療需要をまかな

うと仮定した「患者住所地ベース」の２種類の推計がある。 

※５：病床稼働率は、高度急性期 75％、急性期 78％、回復期 90％、慢性期 92％とする。（全

国一律の設定） 

※病床機能報告制度 

医療法に基づき、医療機関が毎年、その有する病床（一般病床及び療養病床）の現在の機能区分（高度急性期、急性

期、回復期、慢性期の４区分から病棟ごとに１つを選択）や６年後の機能区分の予定、構造設備・人員配置に関する項目

等を都道府県に報告する制度で平成 26年度から開始された。病床の機能区分は医療機関の自主的な判断による報告の

ため、機能区分の解釈が医療機関によって大きく食い違わないよう制度の見直しを求める意見がある。 

報告結果は長野県公式ホームページで公表している。 
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表 地域医療構想と病床機能報告制度における区分の比較 

地域医療構想における区分  病床機能報告における区分 

高度急性期 ・医療資源投入量＊が 3,000点以上  高度急性期 ・急性期の患者に対し、状態の早期安

定化に向けて、診療密度が特に高い

医療を提供する機能 

急性期 ・医療資源投入量＊が 600～3,000

点 

・医療資源投入量＊が 175～600 点

だが、早期リハビリテーション

加算を算定し、かつリハビリ分

の点数を加えた医療資源投入量

が 600点以上 

 急性期 ・急性期の患者に対し、状態の早期安

定化に向けて、医療を提供する機能 

回復期 ・医療資源投入量＊が 175～600点 

・医療資源投入量＊が 175点未満だ

が、リハビリ分の点数を加える

と 175点以上 

・回復期リハビリテーション病棟 

 回復期 ・急性期を経過した患者への在宅復帰

に向けた医療やリハビリテーショ

ンを提供する機能 

・特に、急性期を経過した脳血管疾患

や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、

ＡＤＬ（日常生活動作）の向上や在

宅復帰を目的としたリハビリテー

ションを集中的に提供する機能（回

復期リハビリテーション機能） 

慢性期及び

在宅医療 

・リハビリ分の点数を加えた医療

資源投入量＊が 175点未満 

・障害者施設・特殊疾患病棟 

・療養病床 

・介護老人保健施設 

・訪問診療 

 慢性期 ・長期にわたり療養が必要な患者を入

院させる機能 

・長期にわたり療養が必要な重度の障

害者（重度の意識障害者を含む。）、

筋ジストロフィー患者又は難病患

者等を入院させる機能 

 在宅医療 － 

＊入院基本料相当分と一部のリハビリ分の点数を除いた診療報酬点数 

下線の入院患者数は、医療資源投入量に関わらず、当該区分に含める。 

出典：「地域医療構想策定ガイドライン」より作成 

 

（４）慢性期の推計 

ア 慢性期の医療需要推計の考え方 

主に慢性期機能を担っている療養病床は、診療報酬が包括算定されているため一般病床のように医

療資源投入量による機能区分が難しいことや、入院受療率が地域によって大きく異なる中でその地域

差の縮小を目指していく観点などから、慢性期の医療需要は介護施設等を含む在宅医療等※と一体的に

推計を行うこととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

※在宅医療等 

居宅のほか特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療

を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。 
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（７）2025年度以降の将来に向けた病床数の必要量の推計 

病床数の必要量の推計にあたり、佐久、上小、飯伊、松本、長野の５構想区域から「医療機関

所在地ベース」、大北区域から「患者住所地ベース」、諏訪、上伊那、木曽、北信区域から「高度

急性期は医療機関所在地ベース、急性期、回復期、慢性期は患者住所地ベース」での推計が望ま

しいとの意見がありました。 

将来に向けて、各構想区域・医療機関が医師の確保や医療提供体制の充実に取り組むことによ

り、入院医療が地域で完結する「患者住所地ベース」の推計値に近づくことも考えられるため、「高

度急性期は医療機関所在地ベース、急性期・回復期・慢性期は患者住所地ベース」の推計値も併

せて示します。 

なお、４ページの医療需要の推移の見込みのとおり、県全体の医療需要は 2030 年（平成 42年）

から 2035 年（平成 47 年）頃にピークとなり、その後は減少に向かう見込みであること、また、

高齢患者の増加に伴い、肺炎、心不全、大腿骨骨折などの増加が見込まれるなど、現在と疾病構

造に変化が予想されることにも留意していく必要があります。 

表 高度急性期：医療機関所在地ベース、急性期・回復期・慢性期：患者住所地ベース（2025年度） 

 

 

 

＜参考＞長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略による人口推計との比較について 

県では、2015年度（平成 27 年度）に長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略を策定し、人口減少に

歯止めをかけるべく鋭意施策を推進しているところです。 

総合戦略の中で示している人口ビジョンでは、人口の減少を緩和するための政策を講じた場合、2025 年（平

成 37 年）に長野県の総人口は 1,969 千人になると見込まれています。一方で 2025 年度の病床数必要量の推

計に使用した国立社会保障・人口問題研究所の推計人口では 1,938千人となっています。 

この差 31千人の人口増は主に若年層の増加であり、病床数の必要量に換算すると 32 床程度影響を与える

ことが見込まれますので、今後の人口の推移にも留意していくことが必要です。 

構想区域 医療機能
医療需要

（人／日）
病床数
（床）

構想区域 医療機能
医療需要

（人／日）
病床数
（床）

高度急性期 145 193 高度急性期 11 14

急性期 519 665 急性期 62 79

回復期 429 477 回復期 46 51

慢性期 287 312 慢性期 41 45

計 1,380 1,647 計 160 189

高度急性期 73 98 高度急性期 377 503

急性期 480 615 急性期 1,014 1,300

回復期 565 628 回復期 946 1,051

慢性期 275 299 慢性期 577 627

計 1,393 1,640 計 2,914 3,481

高度急性期 161 215 高度急性期 27 36

急性期 550 705 急性期 175 224

回復期 464 516 回復期 127 141

慢性期 318 346 慢性期 67 73

計 1,493 1,782 計 396 474

高度急性期 89 119 高度急性期 407 544

急性期 405 519 急性期 1,257 1,612

回復期 405 450 回復期 1,058 1,176

慢性期 221 240 慢性期 911 990

計 1,120 1,328 計 3,633 4,322

高度急性期 97 129 高度急性期 43 57

急性期 430 551 急性期 218 279

回復期 373 414 回復期 196 218

慢性期 219 238 慢性期 83 90

計 1,119 1,332 計 540 644

高度急性期 1,430 1,908

・高度急性期は医療機関所在地ベース（2014年度以降の病院の取組反映後） 急性期 5,110 6,549

・急性期、回復期、慢性期は患者住所地ベース（都道府県間調整後） 回復期 4,609 5,122

慢性期 2,999 3,260

計 14,148 16,839

県計

飯　伊

松　本

大　北

長　野

北　信

木　曽佐　久

上　小

諏　訪

上伊那

「地域医療構想策定支援ツール」を活用して作成 
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（８）2015年度病床機能報告と 2025年度の病床数の必要量推計値との比較 

2015 年度（平成 27年度）の病床機能報告による許可病床数は県全体で 19,769 床となっており、

2025 年度（平成 37年度）の病床数の推計値と比較すると 2,930床多くなっています。また、2015

年度の稼働病床数は 18,519 床となっており、推計値との差は 1,680床となっています。 

なお、病床の機能区分について、病床機能報告は定性的な基準による病棟を単位とした医療機

関の自己申告、2025 年度の病床数の推計値は医療資源投入量の点数による区分という違いがあり

ます。（20ページ参照） 

 

 

図 2015 年度の病床数と 2025年度の病床数必要量推計値との比較 

  

 

  

○「介護施設等を含む在宅医療等」の推計手順につ

いては、23ページを参照 

○ 現在入院中の患者のうち、医療ニーズが小さい患

者は施設や自宅等での療養が可能と仮定した数を

含めて推計しており、現実には、在宅医療や介護

施設等の充実の状況、国の療養病床の見直しなど

を考慮し、地域の関係者が自主的な取組を検討し

ていく部分です。 

※新たな施設類型対象の療養病床について 

療養病床のうち 2017年度（平成 29 年度）

末で廃止が予定されている介護療養病床と

看護職員配置 25:1 の医療療養病床。 

2015年度（平成 27年度）の病床機能報告

によると、介護療養病床数が 991 床、医療

療養病床数が 694 床、合計 1,685 床となっ

ています。（26ページ参照） 

介護施設等を含む

在宅医療等

慢性期

3,801

慢性期
3,260

回復期

2,227

回復期
5,121

急性期
9,938

急性期
6,551

高度急性期
2,544

高度急性期
1,907

休棟等 9

療養病床
3,990

療養病床
3,803

一般病床

15,779 一般病床

14,716

-3,000 

2,000 

7,000 

12,000 

17,000 

22,000 

(床)
19,769床 16,839床

資料：2015病床機能報告、地域医療構想策定支援ツールにより作成

比較的医療ニー

ズの低い患者が

介護施設等を含

む在宅医療等で

対応可能と仮定

2025年度の病床数の

必要量等推計値

18,519床

うち、新たな施設類型
対象※ 1,685

2015年度病床機能報告

許可病床数 稼働病床数

病床機能別 一般・療養別
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資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚労省）により作成 

 2025年の人口構造 

上伊那構想区域 
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、 

宮田村 （８市町村） 

将来の人口・高齢化率の推移 

区域内に住所を有する入院患者数の推移の見込み（2013(H25)年を 1とした場合の変化率） 

・上伊那区域の総人口は減

少傾向にありますが、75

歳以上人口は 2030 年頃

にピークとなったあと減

少に転じることが見込ま

れます。 

・全体として入院患者数は 2030年頃にピー

クを迎える見込みですが、増加は 2013年

から１割強程度に留まる見込みです。 

・75 歳未満の入院患者数は減少傾向にあり

ます。 

・75歳以上の入院患者数は 2030年頃にピー

クとなる見込みです。 

 

患者の流出入の状況（2013 年度診療分、国保と後期高齢のレセプトによる分析） 

区域内医療機関の受診患者の住所 

・他の構想区域から上伊那区域へ

の入院患者の流入はほとんどみ

られない状況です。 

資料：2015年国勢調査「人口等基本集計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（2013.3月推計）より作成 

3,236 

3,518 

3,958 

3,945 

4,089 

4,538 

4,395 

4,340 

4,851 

5,933 

6,829 

5,958 

5,516 

5,328 

5,576 

5,721 

4,094 

2,439 

1,678 

0-4
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30-34

35-39

40-44

45-49
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55-59
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75-79

80-84

85-89
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3,071 

3,356 

3,808 

3,865 

3,888 

4,073 

3,985 

3,810 

4,238 

5,475 

6,303 

5,655 

5,450 

5,428 

5,919 

6,728 

5,389 

3,988 

4,197 

男 女

上伊那

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

がんの入院

がんの外来

脳卒中の急性期リハ

回復期リハビリ病棟

急性心筋梗塞の入院

糖尿病の外来

２次救急

小児の入院医療

諏訪

上伊那

飯伊

松本

山梨県

その他県内

県外

諏訪

諏訪

上伊那

飯伊

飯伊

飯伊

松本

松本

松本

山梨県

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

がんの入院

がんの外来

脳卒中の急性期リハ

回復期リハビリ病棟

急性心筋梗塞の入院

糖尿病の外来

２次救急

小児の入院医療

諏訪

上伊那

飯伊

松本

山梨県

その他県内

県外

区域内居住者の受診先の所在地 

・がんの入院、外来や小児の入院

医療について、松本や諏訪区域

への患者の流出がみられます。 

・小児の入院医療について、諏訪

と松本区域にそれぞれ 20％程

度流出しています。 

資料：「医療提供体制・受療動向分析ツール」（厚労省）により作成（対象レセプトが限られるため「地域医療構想策定支援ツール」の値とは異なります。） 

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

2013年 2025年 2030年 2035年 2040年

15歳未満

15-64歳

65-74歳

75歳以上

総数

25.3 23.2 20.9 19.1 18.0 17.3 

104.4 
101.2 97.1 

92.7 87.0 79.4 

26.1 25.4 
22.3 20.9 21.3 

23.1 

28.5 31.0 
34.2 35.2 34.5 33.7 

184.3 180.8 174.6 167.9 
160.8 

153.5 

29.6%
31.2%

32.4%

33.4%

34.7%
37.0%
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人口（千人） 75歳以上 65-74歳 15-64歳 15歳未満 高齢化率
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2,225人
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2013年度推計値 2025年度推計値

うち訪問診療分
1,072人

うち訪問診療分
1,281人

資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚労省）により推計

 

 

 

 

 

 

 

2025年度の在宅医療等の必要量の推計 

＜参考＞在宅医療等の提供先として想定されてい

る施設等の整備状況（2015年度末現在） 
 

 

 

 

 

 

 

（現状） 

○ 平成 21年度から 25年度にかけて実施された地域医療再生事業により医療提供体制の充実が図ら

れ、機能分化・連携が進んでいる区域です。南北に長い地理的条件の中で、一部住民からアクセ

スしやすい松本、諏訪区域や飯伊区域へ患者の流出が一定程度存在するのが現状です。 

（課題） 

○ 人口 10万人当たりの病床数が県内で最も少なく、人口 10 万人当たりの医療従事者数は、医師が

136.4人と 10区域の中で少ない方から２番目、看護師が 784.1 人と県内で最少となっており、医

療従事者の確保が課題となっています。 

○ 開業医の高齢化などで往診、訪問診療などの負担が大きくなっている中、在宅医療・介護をいか

に充実していくかが課題となっており、住まいをベースとして在宅医療や介護を継続して提供で

きる体制を整え、地域包括ケアシステムの充実を図っていく必要があります。 

2025年度の病床数の必要量の推計 

医療・介護提供体制の現状と課題 

 

施　設　区　分 床数

特別養護老人ホーム（小規模特養含む） 1,373

介護老人保健施設 733

認知症高齢者グループホーム 321

養護老人ホーム 120

ケアハウス（軽費老人ホーム） 60

有料老人ホーム 176

サービス付き高齢者向け住宅 126

生活支援ハウス・シルバーハウジング 71

合　　　　　計 2,980

・2025 年度の在宅医療等の必要量は、１日当たり

2,225 人と、2013 年度と比べて約 20％増加するこ

とが見込まれます。 

・訪問診療分の医療需要は 1,281 人と見込まれます。 

 

介護施設等を含む

在宅医療等

慢性期

210

慢性期
221回復期80

回復期
381

急性期
764

急性期
432

高度急性期 128

高度急性期 119
休棟等 4

療養病床
318 

療養病床

302 

一般病床
993 一般病床

884 

-200 

300 

800 

1,300 

(床)
1,311床 1,153床

資料：2015病床機能報告、地域医療構想策定支援ツールにより作成

比較的医療ニー

ズの低い患者が
介護施設等を含

む在宅医療等で

対応可能と仮定

2025年度の病床数の

必要量等推計値

1,186床

うち、新たな施設
類型対象 114

2015年度病床機能報告

許可病床数 稼働病床数

病床機能別 一般・療養別

・2025 年度に必要と推計される病床

数は 1,153床です。 

・「高度急性期は医療機関所在地ベー

ス、急性期・回復期・慢性期は患者

住所地ベース」の場合は 1,328床で

す。（30ページ参照） 

 

＜病床機能報告による現状＞ 

・2015 年７月１日現在の許可病床数

は一般病床 993 床、療養病床 318

床、合計 1,311床です。 

・許可病床のうち、稼働している病床

は一般病床と療養病床を合わせて

1,186床です。 

・療養病床のうち、2018(H30)年度か

ら制度的に新たな施設類型への移

行対象となっている病床が 114 床

あります。 
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○ 2025年の病床数の推計値と平成27〜29年度の病床機能報告結果の推移は以下のと
おり。平成27年度以降の回復期病床の増加の要因は、回復期リハビリテーション病棟
及び地域包括ケア病棟の整備による病床機能の転換が主な理由となっている。

○ また、６年間後の慢性期機能の増加は、既存の急性期病棟を慢性期機能へ転換する
ことを検討しているもの。

2025年の病床数の推計値と病床機能報告結果の推移

210 267 271 317
221

80

255 259
259 381

764

573 567 521 432

128
128 128 128

119

1,186 
1,223 1,225 1,225 

1,153 

H27 H28 H29 2023年 2025年

病床機能報告（稼働病床） 地域医療構想

高度急性期

急性期

回復期

慢性期
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114 114
15 32

51

136 140

176

32
32

87

127
127

14

14
106

106
145

148

519

466

106

148

470

50
46

46

221

432

119

381

H27 H29 H30 2025年

○ 平成27、29年度の病床機能報告結果における入院基本料ごと届出状況の推移及び平成
30年度の診療報酬改定後の関東信越厚生局への施設基準等の届出状況（5/1時点）は以下
の通り。

〇 平成27年度から平成29年度にかけて、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病
棟の整備が行われた。

平成29年度病床機能報告結果の状況１

病床機能報告（稼働病床） 地域医療構想

ICU等

７対１

10対１

15対１

小児

回リハ

地域包括

20対１

有床診

介護療養

施設基準の届出

ICU等

急性期１

急性期
４～７

地域一般

回リハ

地域包括

20対１

有床診

高度急性期

急性期

回復期

慢性期
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（現状）
⃝ 地域医療再生事業により機能分化・連携が進んでいる構想区域。
⃝ 南北に長い地理的条件の中で、アクセスしやすい松本、諏訪圏域や飯
伊圏域へ患者が流出している構想区域。

（課題）
⃝ 人口１０万人当たりの病床数は県内で最も少なく、医療従事者数につ
いても医師が木曽圏域に次いで２番目に少なく、看護師は県内最少と
なっていることから、医療従事者の確保を図る。

⃝ 開業医の高齢化などにより往診、訪問診療などの負担が大きくなる
中、在宅医療・介護をいかに充実していくかが課題であり、住まいを
ベースとして在宅医療や介護を継続して提供できる体制を整え、地域
包括ケアシステムの充実を図る。

【上伊那構想区域の課題（長野県地域医療構想から抜粋）】

上伊那医療圏の課題
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昨年度の調整会議での議論

議事事項 主な意見

第１回
（H29.10.23）

・病床数の必要量と病床機能
報告の関係性の整理
・急性期医療機関の疾患ごと
の役割分担の状況
・疾患ごとの将来需要推計
・在宅医療の実施状況
・患者の受療動向

・病床機能報告上の回復期へ
の転換は、診療内容は変わら
ず、病床機能の選択を変えた
だけの場合もあるので注意が
必要
・正看護師が不足している。
定着率を上げるためには、地
元での育成体制の整備が必要

第２回
（H29.12.18）

・新公立病院改革プラン
・総合確保基金事業
・医療と介護の協議の場

・介護医療院への転換見込に
ついては、報酬改定の詳細が
出た後の影響を確認すること
が必要

18



【休日受診】
Ｎ＝11,107

【夜間・時間外】
Ｎ＝11,522

【救急車受入】
Ｎ＝5,209

出典：平成29年度病床機能報告結果

上伊那医療圏の救急医療の実施状況

○ 以下は、平成29年度病床機能報告の結果から、救急医療の実施状況の医療圏内
シェアを示したもの。

○ 休日受診は、伊那中央病院（63％）、昭和伊南総合病院（14％）、斉藤診療
所（9％）及び辰野病院（6％）の割合が多く、夜間・時間外の対応も、同様と
なっている。

○ 救急車の受入は、伊那中央病院（49％）、昭和伊南総合病院（36％）が主た
る役割を担っている。

伊那中央病院
（6,950件、63%）

昭和伊南病院
（1,605件、14%）

斉藤診療所
（971件、9%）

辰野病院
（618件、6%） 伊那中央病院

（5,266件、46%）

昭和伊南病院
（3,202件、28%）

辰野病院
（1,299件、11%）

斉藤診療所
（1,322件、１２%）

伊那中央病院
（2,536件、49%）

昭和伊南病院
（1,901件、36%）

辰野病院
（398件、8%）
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20

上伊那医療圏のDPC病院の診療実績

○ 厚生労働省の「平成28年度DPC導入の影響評価に関する調査」によると、辰野病院、
上伊那生協病院においては、肺炎、白内障等の疾患に対応

○ 昭和伊南総合病院は、狭心症・慢性虚血性心疾患及び心不全の循環器疾患の他、消化
器系の悪性腫瘍に対応。伊那中央病院は、総合的に各種の疾患に対応している。

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

伊那中央病院

昭和伊南総合病院

上伊那生協病院

辰野病院

神経 眼 耳鼻 呼吸器 循環器 消化器 金骨格 皮膚 乳房 内分泌 腎・尿路 周産期 血液 新生児 外傷 その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

伊那中央病院

昭和伊南総合病院

上伊那生協病院

辰野病院

神経 眼 耳鼻 呼吸器 循環器 消化器 金骨格 皮膚 乳房 内分泌 腎・尿路 周産期 血液 新生児 外傷 その他

件数

構成比

出典：平成28年度DPC調査20


